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平成２２年度第１回小金井市緑地保全対策審議会会議録 

 

１ 開催日 平成２２年８月１９日（木） 

２ 時 間 午前１０時００分から午前１１時３０分まで 

３ 場 所 小金井市役所第二庁舎８０２会議室 

４ 案 件 諮 問 平成２２年度保全緑地の指定（案）について（諮問） 

５ 出席者 (1) 審議会委員（７人） 

  会 長 真山 茂樹 

  副会長 林 道子 

  委 員 髙橋 賢一 

      船田 正 

      岩村 沢也 

      片岡 康子 

      平井 安代 

(2) 小金井市長 稲葉 孝彦 

(3) 説明員 

  環境政策課長  石原 弘一 

(4) 事務局員  鈴木 政博 

        西尾 宅司 

        赤羽 啓 
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平成２２年度第１回小金井市緑地保全対策審議会会議録 

 

会長  皆様お早うございます。 

半年ぶりの審議会となりますが早速開催いたしたいと思います。 

 本日の案件ですけれども、保全緑地の指定案の諮問ということで、事

務局のほうから最初に報告事項があるようですのでお願いします。 

環境政策課長 環境政策課長でございます。お暑いところ、本日の会議にお集まりい

ただきましてありがとうございます。 

 本日の委員さんの出欠でございますけれども、事前に柏原委員さん、

中村委員さんから欠席のご連絡をいただいてございます。それから、学

識経験者で東京都多摩環境事務所から推薦をいただいている委員でござ

いました太田哲郎さんでございますけれども、自然環境課長としての異

動が４月にございまして、緑地保全対策審議会の委員のほうは、転任に

伴いましてご退任されてございます。後任の自然環境課長になられまし

た上田一彦さんでございますけれども、委員をお引き受けいただいてい

るところですけれども、本日は公務のためご出席できないということで

ご報告させていただきたいと思います。半数以上の委員の出席をいただ

いてございますので、会議は成立していることについてご報告させてい

ただきます。 

 それから本日の会議の予定なんですが、こちらが休憩室に使われると

いうことで、申しわけございませんけれども１１時半までという形で会

議をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 この後、市長のほうからごあいさつと、本日の案件について諮問をさ

せていただきますので、よろしくお願いします。また、市長のほうは公

務の都合で、諮問ののち退席させていただきますので、ご了解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは市長、お願いいたします。 

市長  皆様、おはようございます。連日、大変な猛暑の中、この審議会にお

集まりいただきましてありがとうございます。大変暑い日が続いている

わけで、このような時期には、緑陰を求める気持ちが一層強くなるもの

であります。緑地保全対策審議会は昨年度も、８月に皆様にお会いして、

本庁舎の南壁面緑化の様子をお話しいたしましたが、今回は壁面の改修
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工事を行ったため、今年度は残念ながら本庁舎での緑化はございません

でした。なお、環境政策課では５月の連休明けに、浴恩館公園と中町三

丁目暫定広場で、市民対象にヘチマ、ゴーヤ、キュウリの苗を各１５０

株配布したそうで、苗を育てた市民からの報告やお便りも、緑と公園係

に届いているというふうに報告を受けております。おそらく今ごろは、

緑のカーテンが広がり、食卓にも地産地消のキュウリやゴーヤの料理が

並んでいるのではないかと考えております。市民の皆様のご慈愛にも役

立っているのではないかと思ったりもしております。 

 本日、皆様には保全緑地の指定案についてご審議いただきたいと思っ

ておりますが、環境政策課緑と公園係では、昨年度の緑の環境実態調査

に続き、今年度は緑の基本計画を策定することになっておりますので、

そのこともあわせて皆様のご意見をちょうだいいただければと思ってお

ります。 

 先ほど、課長の話にもありましたように、公務の都合で途中退席させ

ていただかなければならないことは大変申しわけありませんが、諮問さ

せていただき、退席させていただきます。内容に関しては担当のほうか

ら報告をいただくことになっておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 では、諮問させていただきます。 

 小金井市緑地保全対策審議会会長 真山 茂樹 様 

 小金井市長 稲葉孝彦 

 平成２２年度緑地保全の指定（案）について（諮問） 

 小金井市緑地保全及び緑化推進条例第１４条第２項の規定に基づき、

平成２２年度に指定申請のあった保全緑地の指定、並びに平成２１年度

中に指定解除申請のあった保全緑地につきまして、貴審議会の意見を求

めます。 

 よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

環境政策課長 ありがとうございました。それでは、諮問（案）の配付をお願いしま

す。 

市長  申しわけありません、公務が重なっているのでこれで退席させていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

事務局  諮問のほうは皆様に行き届きましたでしょうか。 
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会長  それでは、市長から本審議会へ諮問がございました。その諮問の写し

を皆様に配付いたしましたのでご確認ください。 

 諮問案件、平成２２年度保全緑地の指定（案）について、事務局のほ

うから説明をしていただきます。よろしくお願いいたします。 

環境政策課長 それでは、概略のほうを説明させていただきたいと思います。 

 既にご存じの方も多いかと思いますけれども、小金井市緑地保全及び

緑化推進条例において、所有者の方からの申請に基づきまして保全を図

る緑地として、環境緑地、公共緑地、保存樹木、保存生け垣の指定をす

ることができるというふうに規定されているところでございます。ただ

いま申し上げました種類別に、緑地の種別について説明をさせていただ

きたいと思います。 

 環境緑地は、現状のまま保全されることが確約される樹木の集団で、

おおむね５００平方メートル以上の面積の土地でございます。公共緑地

につきましては、公共の用に供されることが確約される土地で、おおむ

ね５００平方メートル以上の面積の土地でございます。保存樹木は、指

定基準が高さ１０メートル以上、地上１.５メートルの高さの幹周りが

１.５メートル以上のいずれかに該当する樹木でございます。保存生け

垣は、道路に面した高さ１メートル以上、長さ１０メートル以上の生け

垣で、隣接する２件を合わせたものにつきましても指定が可能というも

のでございます。以上、４種類の保全緑地について毎年１月中に指定申

請を受け付けいたしまして、委託業者によりまして申請案件につきまし

てすべて調査のほうを終了したところでございます。 

 あらかじめ配付させていただきました指定案の資料をごらんいただき

たいと思います。平成２２年度の申請分について調査したものをまとめ

てございます。平成２２年度指定案の環境緑地は３件でございます。３

件ともすべて平成１７年度に指定いたしまして、５年間の指定期間を満

了したものが更新の申請をされてきたものでございます。環境緑地は、

固定資産税、都市計画税を８０％減額いたしまして、助成措置として強

風などの事故により樹木が第三者の身体、財産に損害を与えた場合に、

市費で保険をかけてございます。このほか、国分寺崖線にあるものにつ

きましては、国分寺崖線環境緑地管理奨励金として年間で１平方メート

ル当たり２０円の助成を行ってございます。平成２２年度指定のうち、
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国際基督教大学の樹林地が国分寺崖線に該当いたします。 

 公共緑地の更新等の指定は、今年度はございませんでした。 

 保存樹木でございますが、平成２２年度の保存樹木は申請が１０件４

２本でございます。すべて平成１７年度に指定したものの更新でござい

ます。 

 保存生け垣でございますが、資料の１ページの保存生け垣の備考欄の

訂正をお願いいたしたいと思います。正しくは、申請２２件のうち更新

が２１件、新規が１件でございます。大変申しわけございませんでした。 

 指定延長につきまして、５６８.２メートル、奨励金の上限額が１万

５,０００円でございますため、１件につき最大５０メートルまでが奨

励金の対象延長となりまして、全部で４６８メートルでございます。い

ずれも指定期間については５年間でございますので、平成２２年度から

平成２７年３月３１日までの指定期間ということになります。 

 この後、保全緑地の調査内容につきまして、担当がスライドでご説明

させていただきます。 

 次に、平成２１年度保全緑地指定解除及び権利譲渡届出一覧表をご確

認いただきたいと思います。指定解除につきましては、保存樹木が５件、

保存生け垣が２件、権利譲渡が７件ございます。その他の資料といたし

まして、保全緑地の調査結果を町別に表示したもの、現時点の保全緑地

総括表を掲載してございます。 

 以上の内容で、諮問案件についてご審議いただいて、市長への答申を

承りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、担当のほうからスライドの説明をさせていただきますので、

準備の間、お待ちくださいませ。見やすい位置に、いすなどを移動して

いただいてごらんいただければと思います。 

事務局  お待たせいたしました。それでは、保全緑地の本年度の指定分のスラ

イドを始めたいと思います。 

 まず、環境緑地から入ります。環境緑地は、平成２２年度は３件の指

定がございまして、いずれも更新で指定されたものでございます。今、

映っているのは２２年度の１番、国際基督教大学の崖線部分に当たるも

のでございます。ちょうど、一番左上が野川公園のほうの入り口から、

大学の崖線上の傾斜面を映したものでございます。あとの３枚について
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は、野川公園の中側から崖線の傾斜面を撮ったものでございます。 

 次に移ります。２番目に梶野町の滝島邸の環境緑地でございます。梶

野町四丁目にございまして、中にお屋敷があるんですがうっそうとした

感じに見えてございます。 

 次に参ります。３番目でございますが、緑町五丁目にございます渋谷

さんのところ、主に竹林が生えている環境緑地でございます。この３件

が今年度の更新分で指定するものに対応します。 

 次に、保存樹木のほうに移りたいと思います。資料の３ページ目にご

ざいます保存樹木のまず１番目になりますが、東町五丁目にございます

酒井さんのところの保存樹木でございまして、本数が１１本ということ

でございます。これはいずれも更新によるものでございます。これは全

体が入っているものです。これが、酒井さんのところの１本ずつでござ

いまして、４ページの樹木別一覧のところを見ていただいて、１本ずつ

の写真がここに載っております。 

 まず１番目のケヤキ、２番目のタイサンボクでございます。次が３番

のヒマラヤスギと４本目のヤマザクラでございます。資料の表記はヒマ

ラヤシーダになっていますが、別称ということで、本来はヒマラヤスギ

のほうが正しい表記のようでございます。５番目のタイサンボクと、ヤ

マザクラでございます。７番目のトチノキと８番目のヤマザクラでござ

います。次に、９番目のヤマザクラ、１０番目のヤマザクラでございま

す。最後にホオノキでございます。 

 次に、５ページに移りまして緑町一丁目の鴨下さんのシラカシ、１本

でございます。それから３の１が緑町三丁目の小山さんのケヤキでござ

います。４の１が中町四丁目の榎本さんのヤマザクラでございます。５

番目が本町一丁目の内藤さんのサクラ、ソメイヨシノでございます。６

番目の本町三丁目、これはしんあい保育園だと思いますが、長沢さんの

ケヤキでございます。それからもう一つ、やはり保育園の中のミズキで

ございます。７番目の本町六丁目、市役所のすぐ横になりますが、小澤

さんのソメイヨシノでございます。 

 もう一度、戻ってしまいますが１本ずつ、緑町一丁目の鴨下さんのシ

ラカシ、緑町三丁目の小山さんのケヤキ、それから中町四丁目の榎本さ

んのヤマザクラと、本町一丁目の内藤さんのソメイヨシノ、それから先
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ほどのしんあい保育園の長沢さん、本町三丁目のケヤキとミズキでござ

います。それから、最後に本町六丁目の小澤さんのソメイヨシノでござ

います。 

 次に、樹木別の６ページ、貫井南町二丁目の鈴木さんのところの１３

本、指定がございまして、今出ているのは１本目から８本目でございま

す。それから、９本目から１３本目が出てございます。 

 １つずつ見ていきますと、最初の１番目がヒノキでございます。２番

目もヒノキでございます。次に、３番目と４番目のヒノキでございます。

５番目と６番目のシラカシでございます。それから７番目、８番目のシ

ラカシでございます。次に、９番目、１０番目のシラカシでございます。

１１番目のシラカシと１２番目のヒマラヤスギでございます。最後にサ

ワラになります。 

 次に、資料の７ページ、９番目に該当しますヒルズ武蔵小金井、これ

は貫井南町三丁目にございますマンションです。そこの崖線上にマンシ

ョンがございますが、そこに残された樹木の８本でございます。これが

８本全体の写真でございまして、次に１本ずつ見ますが、まず１番目が

クヌギでございます。２番目もやはりクヌギでございます。３番目がム

クノキでございます。４番目もムクノキでございます。５番目、６番目

のイヌシデでございます。７番目がコナラ、８番目がシラカシでござい

ます。 

 最後に１０番目、貫井北町三丁目の岡田さんのところの３本でござい

ます。１本ずつ見ますと、まずサクラ、ソメイヨシノでございます。次

に２番目がメタセコイヤでございます。３番目も同じくメタセコイヤで

ございます。 

 これで、本年度の指定の１０件、本数としては４２本、全体の保存樹

木が終わりました。 

 次に、保存生け垣のほうに参ります。４件一緒に出てきますが、まず

１番目が東町一丁目の河合さんの生け垣で、樹種がベニカナメモチ、長

さが１２メートルでございます。２番目が東町四丁目、樹種がイヌツゲ、

長さが２５メートルの生け垣で、新津さんの所有のものでございます。

３番目が東町五丁目の諸田さんで、これは新規で今回出されたものでご

ざいまして、樹種がヒイラギで延長が１８メートルということでござい
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ます。４番目が東町五丁目の酒井さんのサワラ、長さが全体で１１９.

５メートルでございまして、そのうちの５０メートル分が奨励金の対象

ということになります。 

 次に参ります。５番目が緑町三丁目の岩上さんの生け垣で、長さが１

２メートル、ヒイラギとコニファーの混合したような生け垣でございま

す。６番目、これは緑町三丁目の井本さんの生け垣で、樹種はマサキ、

長さは１２メートルでございます。７番目が緑町三丁目の野崎さんの生

け垣で、樹種がハマヒサカキとレッドロビン、長さが２０メートルでご

ざいます。８番目が緑町四丁目の石井さんの生け垣で、樹種がニッコウ

ヒバとレイランディ、長さが２１メートルでございます。 

 ９番目が中町四丁目の廣瀬さんの生け垣で、樹種がツバキ、長さが２

３メートルでございます。１０番目、前原町三丁目の内澤さんの生け垣

で、樹種がベニカナメモチで長さが１２メートルでございます。 

岩村委員  済みません、この１０番目というのは、塀の上に盛り土があって乗っ

ているという感じですか。裏側にあるというわけではない？ 

事務局  ではないですね。これは乗っている形になりますね。この高さで植わ

っている感じですね。 

 １１番目、前原町三丁目の柳町さんの生け垣で、樹種がイヌツゲ、ツ

ツジ、キンモクセイで長さが２５メートルでございます。１２番目が前

原町三丁目の橋本さんの生け垣で、樹種がウバメガシ、長さが３４メー

トルでございます。次に１３番目、本町一丁目、松島さんの生け垣で樹

種がベニカナメモチ、長さが２４メートルでございます。場所ははけの

森緑地の前の土地になります。 

 １４番目が本町四丁目、鴨下さんの生け垣で、樹種がイヌツゲ、長さ

が１８メートルになります。１５番目、貫井南町一丁目の大澤さんの生

け垣で、樹種がレッドロビン、長さが全体で８０メートルありまして、

指定延長としては５０メートルということでございます。１６番目、貫

井南町三丁目の中村さんの生け垣で、樹種がベニカナメモチ、長さが１

０メートルでございます。次に１７番目、貫井南町三丁目の山内さんの

生け垣、樹種がベニカナメモチで長さが１２メートルでございます。１

８番目、貫井南町四丁目の北脇さんの生け垣で、混ぜ垣になっていまし

て、マサキ、カキ、ウメ、サザンカ、ツバキ、キンモクセイということ
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で長さは１３メートルでございます。１９番目、貫井南町四丁目の伊達

さんの生け垣で、樹種がグリーンコーン、長さが１２メートルでござい

ます。２０番目、貫井北町二丁目の神長さんの生け垣で、樹種がキンメ

ツゲ、長さが１４メートルでございます。次に貫井北町三丁目の服部さ

んの生け垣で、樹種がサンゴジュ、長さが３１メートルでございます。

２２番目、最後が貫井北町三丁目の高橋さんの生け垣で、ドウダンツツ

ジとツルバラ、長さが２０メートルということでございます。 

 以上で今年度の環境緑地と保存樹木、保存生け垣のスライドを終わり

にさせていただきたいと思います。 

会長  どうしましょうか、このままで質問等をやりますか。スライドを見る

ことがあるかもしれませんので。 

 それでは、事務局のほうから資料の説明とスライドの映写がございま

したけれども、このことに関しましてご質問、ご意見等ございましたら

よろしくお願いいたします。 

岩村委員  保存樹木というのは、僕の聞き違いだったらごめんなさい、高さが１

０メートル以上で、１.５メートルの高さで１.５メートルの幹周りがあ

るものと。 

事務局  どちらかです。１０メートル以上で幹周りを問わないものか、１.５

メートルの……。 

岩村委員  どちらかが当てはまっていればいい、両方じゃなくて。 

事務局  じゃなくてよろしいです。例えばスギだったら、細いけれども長いと

いうこともありますので、樹木の種類によって。 

岩村委員  わかりました。見ていたら、１０メートルを満たしていないようなも

のも随分、散見したので、どうだったのかなと思ってお伺いしました。

あるいは幹周りがちょっと細いかなというものもあったので。 

 それから、質問というよりも感想なんですけれども、前もよくここで

話題になりましたけれども、保存樹木などに関して質の問題というのが

だんだん、毎年見る中で気になってきて、保存樹木だけではなくて、例

えば環境緑地の滝島さんのところも、すごく大きな屋敷林にはなってい

るんだけれども、あれは管理できないからああいうふうになっちゃって

いるわけですよね。本来の姿というか、武蔵野の屋敷林の形ではないん

ですよね。これはしようがないと言えばしようがないんだけれども、そ
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れは我々の中でどう考えたらいいのかなという厳しさ、本人に管理せよ

といっても無理だと思うんですけれども、すごい管理料がかかるなと。 

片岡委員  滝島さんは私のお友達なんですよ。でも、あの方は、周辺が大きな木

をどんどん切ったときがあったんですけれども、自然を破壊したくない

というので一切、拒否した方なんですよ。お家も、枯れ葉が落ちたらそ

のまま、土に返すという考えの方で、手に負えなくなってしまった部分

もあると思うんですけれども、結構、木を愛する方なんですよ。だから

自然なままで過ごしたいなと思っているんですけれども、やはり周辺の

迷惑とか、そういうこともあると思うんですね。それで、言われたとき

には何か、いろいろやっていらっしゃるみたいなんです。 

岩村委員  市民の一部で、あそこをどうしたらいいのかというのでちょっと動き

もある部分ですよね。ただ、どうしようかというような……。 

片岡委員  あそこでパーティなんかをしたら、蚊の群生ですごいんですよ。やれ

ないぐらい。歩いていても足元が埋まるぐらいの感覚なんですよね。 

岩村委員  そういうのをちょっと感じたということで、見るときにどういった視

点でこういうのを見なくちゃいけないのかなというのを、せっかくの機

会だから出しておかなきゃいけないと思って。それから、例えば、ちょ

っとどこか忘れましたが単独の、保存樹木で例えばケヤキが、ケヤキの

形をしていないんですよね。本来のケヤキの形じゃなく、何でこんなに

丸い、球体なのかというのもありますし、それから木の周りに、つるみ

たいなものが生えてきてしまって、これは樹勢を弱めますし、保存樹木

として存在してくれていることはありがたいけれども、このままだと樹

勢も弱くなってしまうし、そういったところを市として指導というか、

せっかく補助金を出しているんだからもうちょっとちゃんとやってよと

言うことができるのかとか、いろいろ考えちゃうんですよね。 

片岡委員  あの方はものすごい財産家なんですよ、お金はものすごくあるのね。

ただ……。 

岩村委員  別に滝島さんに限らず、ほかの方も。 

片岡委員  だから、何らかの形で皆さんの思うような形にしつつ、できる方だと

は思うんですけれどもね。 

岩村委員  あえて残している方は、それなりに意識的に、小金井の緑が大切だと

残してくれている方なので、批判するということではなくて、これから
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どうしていったらいいのかなと思っています。みんな、だんだんよぼよ

ぼになってきていますし、木も。大きいだけがいいという。 

事務局  きのう、実はＮＨＫでやっていた番組があったんですが、ブナ林の立

ち枯れをやっていたんですよ。それは日本海側から人間が里山の手入れ

をしなくなって、ナラ、ミズナラが大木になるんですね。昔は薪に使っ

たわけですから、早目に切ったわけですけれども、それがどんどん大き

くなっちゃって、小さなアリのような、カシノナガキムシが入って枯ら

してしまうんだそうです。ずっと日本海側からブナ林のナラの大木がど

んどん枯れていって、関東のほうに、太平洋側のほうに迫っているらし

いんです。 

 本来、コナラとかミズナラ、そういったものを薪炭林として、２０年

ぐらいで萌芽更新で切っていれば、細いものだからそういう虫が入らな

いらしいんです。ところが大きくなって、育っていると虫が入って全部

枯れて倒れて、カシノナガキムシがその枯れ木から発生して、どんどん

飛んでいって害を増やしてきたという事実もあるようですので、必ずし

も大きければいいというものでもないし、そういうことも事実として発

生しているようです。 

岩村委員  あのケヤキなんかもすごいですよね、ケヤキの形じゃないです。 

事務局  そうですね、これはただ、何でこういう形で残されたのかわからない

んですが。 

岩村委員  下を切っちゃってあるんだよね、届くところを。 

事務局  ただ、ケヤキなんかはこういうふうに切ってもまた生えてくるんです

よ、芽が。ところが針葉樹のマツとか、枝を払ってしまいますと休眠枝

というか、要するに普通の広葉樹だったら、サクラのようにどんどん下

から胴吹きやヤゴが出るんだけれども、針葉樹は全く出なくなってしま

うんです。切ったらそこはおしまい。だから、マツなんかだとこういう

木や葉の形状のものが見られるんですけれども、普通はケヤキだったら、

ちゃんと残しておけば下からも出て、もとの形状には戻るだろうと。あ

えてこうやっていらっしゃるんだろうと思います。 

会長  緑町三丁目ってどの辺でしたっけ。３の１がそうなっているんだけれ

ども、私はあれに樹形の似た、多分スギだったと思うんですけれども、

あそこは緑町三丁目じゃなくて二丁目かなと思うんですけれども、この
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間、切られていたので、まさかこれじゃないだろうなと思ったんですけ

れども。 

事務局  北大通りの……。 

会長  北側です。 

会長  だったらいいんですけれども。 

事務局  確かにスギだと、こういう切り方をするとこれっきりにしかならない

ですよ。下からの休眠枝が出ませんので。針葉樹はそういう意味では厳

しくなっちゃう。 

会長  渋谷さんの家の近くで最近、大きな空き地というか、全部、上を取り

払って住宅地にするみたいなところにこの樹形の、たしかスギだったと

思ったんですけれども、あって、なくなったので。非常に特徴的な樹形

で、似ているなと思って、今見ていたんですが。 

事務局  浴恩館のちょっと東側ですね。 

会長  この樹形の問題というのはいろいろ……。 

髙橋委員  今の委員長のお話に関係するんですけれども、説明する側の情報とし

て、この写真を説明する場合に、この場所がどこかというのを、場所の

情報を最初につけてくれませんか、今度でいいから。例えば地図情報で

もいいし、航空写真の、上空から撮った写真でもいいので、この場所が

どの場所に相当するかというのを、皆さんはご存じかもわからないけれ

ども、僕は外から来ているから、この場所の保全に指定する意義を、周

辺との関係においてというのは非常に重要だと思うんです。あるいは、

隣に連続して今回、指定したとか、連続していたものが解除によってな

くなってしまうということが明確になるとか、そういう情報はぜひ必要

だと思います。だから、こういう写真情報の前に位置情報、場所の情報

をぜひ加えていただきたい。 

会長  無くなっちゃうのは、結構、南側の町のほうが多いみたいですよね、

 保存樹木はね。 

岩村委員  済みません、感想になっちゃうんですが保存生け垣をずっと見ていて、

僕らが子供のときには例えばヒイラギとかサワラとかツバキが多かった

んですけれども、今回見ていて、新しいと思われるもの、まだ竹の垣根

がはっきり、きれいになっているようなところは大体、レッドロビンと

かベニカナメモチとか……。 
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会長  少ないですよね。 

岩村委員  明らかに樹種が変わってきているなと。それは園芸種であり、外来種

なのかよくわからないんですけれども、そういったものに、武蔵野の昔

からあるようなものじゃなくなってきているということが、ちょっと今

回、感じました。コニファーとか、最近はやりではあるんだけれども、

決してそれがいけないというわけじゃないんだけれども、どう考えるべ

きなのかということを。 

事務局  確かに今、ベニカナメモチとかレッドロビンがかなりはやっていて、

大分、市内でも多く、新しいマンションの生け垣なんかを見ますと、ベ

ニカナメモチかレッドロビン系でやっているところが、あまり虫に食わ

れないとか、病気に強いというようなことで多いんですけれども、最近、

またレッドロビンとかベニカナメモチ特有の病気というのが市内に蔓延

してきているようで、それでこの樹種ではないものを紹介してほしいと

いうマンションもあったりして、時代というか、その時々のはやりで、

過去、ツバキなどがはやったときはそういうものが、サザンカとかが生

け垣だというような時代があり、またその後、レッドロビンなどがはや

って、また別の種にかわっていくというのがあるかもしれないです。 

 一方で、造園屋さんのお話によると、種が集中することによって病気

とか病害虫の大量発生を招くという意見もあるので、多様性みたいなも

のもあったほうが、病気や虫の防除にも役立つ気もします。 

事務局  今お話があった、１３番目がベニカナメモチで、１５番目がレッドロ

ビンですね。ベニカナメモチは左にあるように、相当傷んでいるんです

よ。 

岩村委員  やっぱり、傷んでいるからそうなっちゃっているの。 

事務局  なっちゃっています。こういうのが非常に多く見られまして、うちの

ほうの公園とか緑地でも、ずっとベニカナメモチを使ってきているんで

すが、こんな状態のものが相当、出てきております。 

岩村委員  あと、これは生け垣にはならないかもしれないんですが、最近、ツク

バネウツギという、わりあい低木で白い花が、いい香りがして、６カ月

ぐらいずっと花が咲いている、ああいうのが結構、こんなに長くはない

ですが植えられているところが増えてきているかなと思います。ただ、

細くてあまり高くならないんだけれども、樹形が保てるものというふう
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にどうしても、生け垣はなるかなと。 

事務局  そうですね、特に樹種を、市は指定していないんですが、長さと高さ

を、延長３メートル以上、高さ１メートル以上という規定になっている

ので、そういうものをクリアしてなおかつ刈り込みに強いものというこ

とになると、多少、限定されてくるかなと思います。 

岩村委員  これは、高さは何メートル……。 

事務局  １メートルです。 

岩村委員  じゃ、ツクバネウツギなんかは入らない？ 

事務局  そうですね。ちょっと難しいでしょうね。 

会長  ほかにございませんか。 

 １つ、これは指定を受けますと、指定の期間は１年？ 

事務局  ５年になります。 

会長  ５年ですか、なるほど。それで大体わかりました。一番後ろの総括表

のところでも、ちょっとよくわからないのもある、これはその年に指定

をした件だけですね、累計が出ているわけではございませんね。 

事務局  いえ、累計ですね。総括表ですよね。 

会長  そうしますと、公共緑地が２２年度、ゼロになっているんですね。だ

けれども解除したというところに、公共緑地はたしか書いていなかった

と思ったんですけれども。 

事務局  要するに、５年前にもゼロだったわけなんですが……。 

会長  解除というのではなくて、５年間過ぎてしまってその後、申請がない

という意味ですか、これは。 

事務局  ５年前にも申請がなくてゼロで、ずっと要するに……。 

会長  解除というのは、５年間たたないで途中で解除という意味ですか。 

事務局  そうではない……。 

事務局  もともと、１７年度にも公共緑地の指定申請がなかった、要するに５

年ごとにさかのぼっていくんですが、基本的になかったということです。

この間で公共緑地で解除されたのは、前年度にかぶと山公共緑地の解除

がございましたが、あれ１件きりなんですよ。ずっと、そういう意味で

は同じものが更新されてきておりまして、基本的には変わっていないと、

私がいる１０年間で解除された公共緑地というのは、かぶと山公共緑地

だけです。 
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会長  ただ、２１年度は３件ありますよね。ということは１５年度に３件の

申請か、更新があったということですよね。 

事務局  そうですね。 

会長  ２１年までの公共緑地の面積は結構あるんですけれども、それが突然

ここで、２２年度でなくなっているというのは……。 

事務局  これは、１９年というのは１４年からあるものが１９年度に指定され

て、５年度ごとに更新されて、今現在、指定中のものが右端の計のとこ

ろに、５件で１０筆、６,５８９平米の公共緑地が現在、継続している

というふうにお読みいただきたいと思います。 

岩村委員  そのことに関してなんですが、実はこれは毎年、僕は言っているよう

な気がするんですが、要するにこの合計の経年変化、つまり例えば公共

緑地のカテゴリーだったら公共緑地のカテゴリーで全体として増えてい

るのか減っているのかを見たいと、毎年、この会議で言っているんです

が、それが出ていない。 

事務局  １回、どこかで資料をお出ししたような気がするんですが。 

岩村委員  これに、ちょっとカテゴリーは違うんですが、３７ページに緑地の経

年変化という、きょう渡されたものには、制度上、安定した緑地の中で

環境保全緑地、緑地保全地域とちょっとカテゴリーは違いますけれども、

こういったことで１０年度と２１年度の比較はできる形になっているん

ですね。それぞれの年度で合計が出ていますので。ただ、経年変化では

ない。 

 ３７ページ、この大きな表で、制度上、安定した土地で環境保全緑地、

緑地保全緑地、その他の緑地で、上のほうを見ますと平成１０年度と２

１年度の比較はできるんですけれども、これが、環境緑地は環境保全緑

地と同じですか。 

事務局  この環境保全緑地に、公共緑地と環境緑地と両方入っています。 

髙橋委員  年度別の新規、更新、解除という項目を設けていただいて、それをず

っと経年で追いかけたら、現状も出てくるし、解除したものは資料も出

てきますから、そういう表をつくれるんじゃないですか。簡単でしょう、

新規に申請、更新、解除と３つあるんですよね。それを一覧にする。 

 市のほうはこれによって固定資産税、都市計画税の減免のあるのが環

境緑地ですか。 
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事務局  そうですね、公共緑地も、環境緑地だと８０％で、公共緑地は１０

０％。 

髙橋委員  それで、保存樹木は１本当たり１万５,０００円？ 

事務局  樹木は２,０００円ですね。生け垣がメーター３００円。 

髙橋委員  それの予算額というか、毎年どれぐらいの予算、減免額がどれぐらい

で補助金はどれぐらいかというのはわかりますか。 

事務局  減免額は、すぐにはちょっと出せないんですが。 

髙橋委員  次回でもいいので、そういう予算枠みたいなものはあまり制約にはな

っていないということが分かるものを。 

事務局  そうですね、これは一応、緑地を増やしていくという趣旨でやってい

ますので、ほんとうはもっと予算も補正してでもどんどん申請が、新し

いものが出てくるほうが、緑の基本計画などでも保存生け垣の延長とか、

保存樹木の本数の増加を過去、目標にしていたぐらいなので、ただ減っ

ていくのを、手をこまねいていたのでは増えない。 

髙橋委員  今のところは、要するにこういう関係は減免額と補助金の額で、数値

が出ますよね。私が心配しているのは、今後大いにこういうのは、関心

が高まって増えてくることを期待したいんだけれども、例の生産緑地の

解除の買取り申出というけれども、市のほうはもうギブアップなわけで

しょう。そういう事態が生じることもあり得るから、緑地の保全のため

の全体の予算枠というのは、市のほうでこれから大いに努力していただ

かなければいけない内容でしょう。その一部としてこの部分はどうなっ

ているのかというのを教えていただければ。 

事務局  生け垣関係はわかっている。 

事務局  大体、概算でいいですか。１４０万弱だったと思います、生け垣は。

保存生け垣のみの予算です。 

  委員  そんなに大した額ではないでしょう。減免だってそんなに。 

事務局  減免はちょっと、資産税に確認しないとどれぐらいになるかはわから

ないです。 

  委員  そういうのをデータとして教えていただければ。 

事務局  それでは、ちょっと経年変化資料とかとあわせて、そういったものを

ご用意させていただきたいと思います。 

岩村委員  できたら、なるべく早く欲しいんです、経年変化の。 
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事務局  後で寄っていただければ、多分出せます。 

岩村委員  きょう？ 

事務局  はい。 

会長  ほかに何か、ご質問等はございませんか。 

岩村委員  これも気がついたことなんですが、最近、どうしても大きな土地を売

ってミニ開発がされていて、そのミニ開発を見ると意外と、要するに塀

などは建てないで、樹木がポンポンポンと周りに、ほんとうに細い花壇

みたいなものに植えられているところもあるんですね。ただ、１０メー

トルにならないのでこの対象にはなっていない。けれども一つの、何と

いうのか、家をつくるときの流行みたいなもので、ほんとうに少ない敷

地の中で側面なども非常に短いんですけれども、木を植えているような

ところがあって。これから、小金井は残念ながらミニ開発が増えるとい

うことを想定すると、この制度というのは１０メートルなくてはいけま

せんので、該当がなくなってくるんじゃないかと、減る一方で。場合に

よったらもうちょっと短くして奨励するとかということも考えなくては

いけないのかなと思ったんですが。いかにして生け垣を増やしていくか

ということを考えるならばね。この短い時間でまとめるのは無理かもし

れませんが。 

事務局  生け垣の造成、新たにつくるときについては造成費の奨励という形で

半額補助制度があるので、そういった利用はおすすめしていますけれど

も、おっしゃられたように確かに敷地が小さいと、なるべく囲いみたい

なもの、ブロック塀でも生け垣でも、除くことによって少ない敷地を有

効に活用しようというところもあって、なかなか新たな、新規の造成の

助成の件数というのも過去に比べて落ちてきちゃっている。 

岩村委員  家の正面はほとんど駐車場と、ポツポツポツと低木が何本か植えられ

ている。それが塀ではなくて低木になっているのはまだいいのかなと思

う。 

事務局  実は、今５番で映っているところが緑町の宅造で出てきた、前にも１

回、お話ししたと思うんですけれども、○○○かどこかが開発したとこ

ろなんですね。ここは、ほとんど全戸ですが緑を植えるということでつ

くられた宅造なんですよ。こういう形で、いわゆる和風の生け垣ではな

いんだけれども、コニファーなどの混ぜ垣ということで、列植して生け
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垣でいいですよと指定したものなんですね。こういうケースが何年か前

はあったんですけれども、最近はこういうものもなくなってきているの

が実情ですね。 

林委員  それはどこですか、何年か前にあったというのは。 

事務局  緑町三じゃなかったかな。 

林委員  ここも多いですね。 

林委員  宅地開発をしたときに。 

事務局  そうですね。 

林委員  最近、確かにうちの周りでも相続の関係で売られて、ミニ開発がすご

いんですよ。バーッと同じような建て売りが建って、そのときにちょっ

とおもしろいと思ったのは、灌木をポツポツ植えるんですね。だから、

業者にしてみればちょっと格好がつくという、緑を１軒に数本ずつ植え

るという。それでやっているのかなと思うんですが、逆に土地を宅地開

発して買った人は、個人で別にオーダーして、そういうところは木を植

えないんですよね、逆に。どうしてかなと思ったんですが、多分、業者

は宅地開発するときに、市に対して環境配慮基準に基づいて、緑化をし

ますという届けをしているんですね。だから、それに縛られてやってい

るのかなとも思うし、あるいはちょっと格好をつけるためにやったのか、

それはちょっとわからないんですが、逆に土地を買って自分で家を建て

る人は木を植えない。その辺で市民の人の意識、緑化意識というのはす

ごく減退していると、私は思うんですね、うちの周りを見ていて。 

 緑の大切さとか、効用はいろいろ言われているんですけれども、やは

り緑を推奨する小金井市としては、その辺の市民意識を育てる、そうい

う啓発とか啓蒙とか、もっとやっていかなければいけないなと私は思い

ます。結局、家の周りは駐車場と、驚いたのはほんとうにコンクリート

で固めてしまっているんですよ、家の周りを。泥とか、土とかは嫌とい

う感じでね。簡単、便利というのがすごく優先していて、そうすると雨

が降ってきてもしみ込まないわけですよ、土の中に。確かに雑草も生え

てこないから楽でいいかもしれないけれども、ちょっとこれは自然に反

するんじゃないかというふうに思いますね。そういう家が増えてきてい

ることは確かです。 

事務局  生け垣造成というのは基本的に、万年塀を取り壊して生け垣につくり
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変えるということをねらってきて、今現在があるんだけれども、そうい

うお宅も少なくなっているんですね。ですから、これから造成で出てく

るのはやはり小さな宅造、１００平米強ぐらいのものが多くなってくる

と思うんですが、なかなかそういうお宅から生け垣造成という話が出て

こない。前回もこの会議の中で、フェンスがついた形の生け垣の話を伺

ったことがあるので、フェンスがあってもちゃんと中から透視して生け

垣が見えればいいですよという話はさせていただいているんですが、な

かなか増えてこない現実はあります。なるべく、そこの５番のような形

で、ちょっと見た目には生け垣には見えづらいところもあるんだけれど

も、こういうものも指定していく方向で動いているんですが、なかなか

出てこない。 

岩村委員  実際に市を歩いておられて、ほんとうはここは指定できるのに指定し

ていないなというお宅はかなりありますか。気がついていない？ 

事務局  あるかもしれないですね。 

 保存生け垣は１０メートルなので、これは保存生け垣で指定すればい

いのになというのは見受けられないんですけれども、小さなお宅でも結

構、大きな桜の木を、庭いっぱいに植わっているところもありまして、

保存樹木に関して、これは指定できるんじゃないかというような木をお

持ちの方も市内にいらっしゃるのかなと。 

岩村委員  そういう人に声をかけるのが、意味があるかどうか。むしろ生け垣の

ほうが景観的には大事かなと思いますね。自分で管理できるところは自

分で、保存樹木をやってもらえばいいという考え方もあるし。 

事務局  市街地とか、これからどんどん、この１０年の経過を見ても生産緑地

が解除されて宅造されているケースが多いので、そういうところが緑化

されていく必要はあるだろうし、そこに保存樹木になるような木が植え

られることはなかなかないだろうと思うんですが、生け垣だったらつく

られる素地はあるので、できるだけそういうところに生け垣をつくって

いただきたいというふうに思っております。 

岩村委員  このままだと減る一方ですよね。宅造をする、宅地開発をするにして

も、何らかの緑化を推進させるような仕掛けが必要なのかなと。 

事務局  環境配慮基準の中で開発の場合、建物面積の大体２０％の緑化という

ものが基準としてございますけれども、先ほど林委員からもあったよう
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に、開発業者と、実際に家を建てるのは分譲購入者というケースもあり

まして、開発業者のほうで書面に判子をついて環境配慮計画書というの

を提出していただいているので、監視する審査会の中でも、これはあな

たが分譲して販売するところまでやるのか、それとも購入者がやるのか

というようなことを確認させていただいて、我々は造成するところまで

で終わりで、販売のほうはまた別の会社に受け継がれていくという場合

は、必ず、あなたが開発したお約束をされているわけですから、引き継

ぎをお願いしますということをお願いして、その引き継ぎの際には生け

垣造成の制度なども市で持っているので、そういったことも購入者のほ

うに周知してくださいというお願いはしてございます。 

岩村委員  環境配慮基準というのは、強制力はないわけですよね。 

事務局  紳士協定ですね。 

髙橋委員  条例になる？ 

事務局  条例にしても、開発指導要綱のそのまた一つのパーツみたいな。 

岩村委員  どの程度守られるのか。 

事務局  そうですね、マンションとかはそのまま、開発イコール建物建設まで

いくので、その場合はほぼ１００％、２０％の緑化基準というのは――

そういった場合は都条例なども緑化の基準があるので、それもクリアし

ないと建築確認の申請なども受けてもらえないというところもあるので、

マンション開発などのときはほぼ１００％、２０％の緑化というのはい

くんですけれども、宅地の分譲という形になると、造成した会社から住

宅メーカーなどに移って、さらに１区画を買う購入者にというところま

でいくと、なかなか、高い買い物をされた購入者にそこまで強制させる

のがいいのかどうかというのは、少しあると思います。 

林委員  いつも思うんですけれども、屋根に降った雨水、雨は、必ず雨水ます

をつくって、小金井はほとんど普及しているわけでしょう。義務づけに

なっているわけですよね。ちゃんと屋根に降った雨は受けとめている。

だけど肝心の、狭いながらも庭があるわけですけれども、そこの雨は結

局、コンクリートではじいちゃって道路のほうに流れ出して、今、いわ

ゆるゲリラ豪雨だとか、そういった場合には道路が川になってしまうわ

けですよね。そういうことも考えると、屋根だけではなくて庭の周りも

雨水が浸透するように、地下水との関係もありますし、そういう自覚を
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市民の方に持っていただくように、もっと強力にやっていただきたい。 

 ということは、環境配慮基準でお願いしますでは、やはりちゃんと届

いていないわけですよ。雨水ますの場合は多分、建築基準法とか法律の

関係があって、きちんとやっているので行き届いているんだと思うんで

すけれども、庭に関してもやはり、そういうふうなことを強くできない

かなと、私は常に思っております。 

会長  今、庭の雨水に関しては何か市のほうで、条例ではないですけれども

何か規制しているんですか。 

事務局  指導基準というのを設けていまして、必ず宅地造成すると下水道施設

などが入るので、下水道施設の検査と同時に雨水浸透がきちんとされて

いるか検査するという形になっています。小金井市自体は、基本的には

指導基準に基づいた下水道関係施設の設計という形で、指定工事店さん

もみんなそういう形で動いているので、特に、それは小金井市の強制力

がどこまであるのか、裁判も辞さないという方以外の、９９％程度の方

は浸透ますを設けてやっておられます。一部、国分寺崖線上のところは

崩落防止のために浸透禁止区域というのがあるんですけれども、それ以

外のところはほぼ９９.９％ぐらいの確率で雨水浸透ますが置かれます。 

岩村委員  屋根のほうはいいんですが、結局ミニ開発で、あるのが駐車場を抜く

とほんの周りのところしかなくて、そこの雨水というのがちゃんと浸透

されているのか、もう駐車場でコンクリート張りになっちゃっていると

いう。 

事務局  一応、敷地内に降った雨はすべて敷地内で処理という形なので、それ

を道路のほうの底とかに流せばいいよという設計にはしないように、す

べて敷地の中に収まるような形でということは指導していますので、コ

ンクリートだから道路にどんどん流せ、市のほうで道路に流れた水は受

けとめるよという考えは持っていないので、宅地の設計のほうで宅地内

でしみ込むような形で設計はしていただいています。 

林委員  あと、駐車場の問題なんですけれども、これも透水性があるものだと

か、芝生を混ぜてやるとか、そういう工夫はかなりできているところが

あるらしいんですね。だから、そういうことも一つ、案としては、駐車

場もただコンクリートでしけばいいのかということだけではなくて、随

分いろいろ改良されているので、そういうものを推奨するということも
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大事ではないかという気がします。 

岩村委員  一度つくっちゃうと直すのにすごいお金がかかるんですね。 

林委員  直すときは大変。だから最初からやっておけばいいんですよね。ヒー

トアイランドだとか、そういった関係もあって熱を下げられるとか、い

ろんなメリットがあるようですよ。 

 テレビでやっていましたね。 

会長  皆さん、いろいろ緑に関するご意見、まだまだあると思うんですけれ

ども、とりあえず最初にこの諮問案について、これでよろしいかどうか

ということを決定してから、またさらなるお話をしたいと思います。 

 この諮問案に関するご質問はほかにございませんか。なければ、この

諮問案について指定を決定してよいか、お諮りしたいと思います。 

 指定をすることに決定してもよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

会長  異議がないようですので、これを市長に答申を行っていきたいと思い

ます。 

 次に、市長への答申の方法なんですけれども、今までは会長、副会長

に方法については一任していただきまして、最終的に会長が代表して答

申を、市長に行っているという方法をとっておりました。異議がござい

ませんでしたらば、答申の方法を会長、副会長に一任していただいてよ

ろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

会長  どうもありがとうございます。そうしますと、きょうの案件、審議案

は終わりなんですけれども、また先ほどの続きで、小金井市の緑に関す

ること、いろいろご意見を言っていただければと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

岩村委員  この、基本計画のスケジュールは……。 

事務局  では、事務局のほうから総括的な、今年度の緑の施策全般に着いての

報告という中で触れさせていただいてよろしいでしょうか。 

 それでは、まずお配りした冊子の資料についてでございます。平成２

１年度中に緑の環境実態調査というものを行いました。こちらは、今年

度策定予定の緑の基本計画の基礎資料とする目的で実態調査をしてきた

ものでございます。小金井市緑の環境実態報告書として印刷物ができ上
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がりましたので、遅くなりましたけれども、本日、緑地保全対策審議会

の委員の皆様にもご配付させていただきました。それから、こちらの事

業に関連するお話で、先ほど申し上げました、今年度、緑の基本計画の

策定を行っていくこととしてございます。また、もう一つ、環境対策課

の緑関係の大きな施策といたしましては、東小金井駅の北口にございま

す梶野公園の整備工事を行うというものが、環境政策課の緑地関係施策

の大きなものとなってございます。 

 緑の基本計画の策定につきましては、平成２２年度中に緑の基本計画

検討委員会を設置させていただきまして、既に６月３０日に第１回の検

討委員会を開催してございます。平成２３年２月までの間に合計で全５

回の検討委員会の開催を行う中で、計画案を策定することになってござ

います。本審議会の中から真山会長、髙橋委員、柏原委員に緑の基本計

画の検討委員になっていただきまして、次回、第２回目を８月２３日に

行う予定となってございます。 

 また、本審議会、緑地保全対策審議会につきましては、今年度中、３

回開催する予定となってございまして、次回、第２回の緑地保全対策審

議会の予定でございますけれども、事務局といたしましては、１２月ご

ろ開催していきたいと思ってございます。皆様方に日程調整をさせてい

ただいた上で、開催日のほうは改めてご通知差し上げたいと思います。 

 第２回の緑地保全対策審議会では、緑の基本計画の素案もまとまって

いる段階だと思いますので、緑地保全対策審議会でも緑の基本計画に対

するご意見などもいただければというふうに考えてございます。３回目

の緑地保全対策審議会は、２月上旬に行っていきたいというふうに考え

ているところでございます。緑の基本計画については、今後１０年の小

金井市の緑に関する基本的な計画となるものでございますので、市内の

緑をよくご存じの緑地保全対策審議会の皆様のご意見もできる限り反映

させていただければと考えてございます。 

 お手元にお配りしてございますスケジュール表につきましては、緑の

基本計画検討委員会の全５回の予定審議内容と、並行して庁内の課長職

で構成する庁内検討委員会というものも設置されることになってござい

ますので、そのスケジュール、それから事務局としてのワーキングとい

うスケジュールを配らせていただきました。 
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 事務局からの報告事項は以上です。 

会長  今のこと、またほかのことで何かございましたら、時間が１０分ほど

しかないんですけれども、よろしくお願いいたします。 

岩村委員  緑化を推進させるということで何ができるんだろうと考えてみた場合

に、正直言って難しい、八方ふさがりというか、緑化が減っていくこと

の速度を遅らせるということも考えなくてはいけないだろうし、一方で

積極的に増やすとなると、なかなかこれは難しいことだなと思うんです

ね。極端な話、今、相続で宅地開発になって、ミニ開発になって緑が消

えていくというのが一番大きな流ではないかと思うんです。そうすると、

単純に考えればミニ開発をやめること、そのためにはある程度の、例え

ば開発するにしても敷地面積を確保する、三鷹市かどこかは条例があっ

てやっていると思いますけれども、宅地をつくるときにはこの大きさ以

上の土地を確保して、緑を何％以上にせよとか、そういうのを条例で定

めていかない限りは消えていくなと。そういった動きというのは、僕個

人としてはやらなくちゃいけないのかなと思うんですが、それをやると

なると結局、金持ちしか住めないということになります。マンションと

かアパートには住まうことはできるけれども、そういうことになるわけ

です。そういった私有権、所有権の制限というのはどこまでできるのか、

あるいは覚悟というのが市民側も必要になってくるんだけれども、そう

いった動きというのは小金井市では、例えば議会の中ではないんですか。 

事務局  今、小金井市だけに限らず、東京都についても環境とか緑というもの

には非常に大きな風が吹いてきているという言われ方をしています。今、

策定中の第４次基本構想、市の基本的な、一番大もとになる計画ですけ

れども、そういった基本構想、長期総合計画などでも、小金井の売りは

緑と水であるから、その緑と水という言葉が非常にふんだんに書き込ま

れている基本構想、長期総合計画になっておりますので、今後１０年は

ほんとうにそれが非常に重要な市の施策の柱になっていくのは間違いな

いと思います。 

 ただ、開発の問題ですけれども、小金井市のまちづくり条例の、宅地

管理指導要綱だと思いますけれども、開発の際にはたしか１２０平方メ

ートルを最低区画とするというような基準は持っております。１２０だ

ったか１１０だったか、ちょっとうろ覚えで申しわけないんですけれど
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も、ただ、今は１００平米に満たない宅地分譲が行われていますけれど

も、開発にかからない規模で宅地造成が行われているものについては規

制のしようがないので、６０平米だろうが、建築基準法の要件さえ満た

せば建てられてしまうということがございまして、一方で開発で１２０

とか、そういう縛りを一定、きつくしていきますと、開発にならないよ

うに区画を切って、第１期工事、第２期工事と分けて開発に見られない

ようにしようという動きもまた出てきたりする中で、いたちごっこ的に

なってくるところもあって、私としても開発の際の基準というものは持

ってございます。 

会長  難しいですね、ほんとうに。この審議会でやっているタイプの緑の保

全というものは、旧タイプのまちづくりというか、そういうものに適合

しているところがあると思うんです。今、ほんとうに、放っておけばど

んどん住宅が小さくなっていって、建物が高くなっていって、土を持た

ない住民というのが増えてきているわけですよね。小金井市として一体、

どういうことを望むのかなんですよ。要するに旧タイプの、生け垣があ

って保存樹林があってというので推し進めたいのか、あるいはもっと小

さな家になってしまったけれども、小さな家で何か、そこの住民ができ

るようなことを援助していく方法で持っていくか、まずはそれを決める

ことが必要なんじゃないかと思います。 

 もし、小さな家に住む、土を持たないようなところにいる人、土があ

ってもほんの猫の額しかないような人でもできるようなことを援助しよ

うというふうに決めるのであれば、また方策はいろいろ出てくると思う

んです。それこそ生け垣じゃなくてもよくて、敷地面積当たり何本の木

があればいい、鉢があればいいでも、いろいろやり方は出てくると思い

ます。そうすることによって、マンションの２階以上に住んでいる人た

ちもやることができると思います。 

岩村委員  雑談になっちゃうかもしれませんけれども、マンションといっても東

京都は、マンションを見ていてもやはり、土の面積というのは少ないで

すよね、非常に少ないです。 

事務局  環境関連のＮＰＯをずっとやっている方などの中で、小金井に引っ越

してきた動機というのが、四谷に住んでいて、子供が土に触れる機会が

なく、たまたまこちらの町におりたときに土がいっぱい、今から２０年



 

 － 25 － 

以上前の話だと思うんですけれども、あるのに引かれてこちらに住むと

ころを探して来たという方もいらっしゃる中で、これから小金井に住ん

でいく方、それから住み続けたいと思う方々がどういう町を望むのかと

いうところを考えながら、マンションに住む方は住む方で、駅に近くて

便利というものを求める方のライフスタイルを全く否定することはでき

ないでしょうし、土に触れたいと思ってずっとここに、何十年間も住ん

でいるという方の、周りがどんどん変わっていく喪失感みたいなものを、

市として何かできることがあればお手伝いしなければいけないと思って

います。 

髙橋委員  僕は、必ずしもあまりネガティブに、消極的には考えていなくて、今

は過渡期じゃないかなという気がするんです。全国的には空き家、空き

地が大量発生していて、世帯数を上回って、こんな家余りは今までなか

ったでしょう。だから、必ずやよくないマンションがつくられたり、宅

造がやられたら、そこはもう買い手がいなくなってしまうんだよという

状況は必ず出てくる。一方で、小金井は世帯の減少はまだ至っていない

ですよね。 

事務局  至っていないです。 

髙橋委員  これからどこの町も、環境のよくないところに住み手がいなくなる時

代が必ず来ることは間違いないと思うので、そういう意味でそれに対す

る対応が必要な時期なので、緑化の、緑地が減少するとか、農地がそう

いうふうに転用することが圧倒的だと思うんだけど、それもいつか必ず

アッパーになるんだけれども、相続税の問題との関係もありますので、

東京都下の市町村が税の見直しを開始したということですよね。 

事務局  協議会みたいな、農地の保全、自治体協議会みたいなものを結成して

自治体運動にしていくというのがある。 

髙橋委員  大変、総合的な施策をとらなければいけない時代なんだけれども、一

方では、必ず空き地や空き家が生ずる、それを農地に復するとか、ある

いは緑化にするという意味では、そういう対策も一方では必要な部分も、

消えていく緑にどうするというのと、これからそういうところが増えて

いくことに対してどう対応するかという、情報の目配せが必要かなと。

それは緑の基本計画の中で十分議論していただけるのかなと思ってます。 

岩村委員  小金井みたいな、交通機関も非常に恵まれているところだと、空き家
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というのはなかなか出てこないんじゃないかと。また、それから緑に戻

るかどうかというのも難しいんじゃないか。 

髙橋委員  そうあってくれることを期待したいですね。 

事務局  結構、今、こんなに便利なところなのに何で住まないのかなという家

が結構あります。そうするとその人は吉祥寺とか、もっと便利なところ

に住んでいて、私も小金井市民ではないんですけれども、小金井に住み

たくても住めない人間から見ると、もったいないなと思うようなもので

も、空き地、空き家になってしまう。 

髙橋委員  小金井はわりとフラットな場所だからあれなんだけど、丘陵地のほう

は、ミニ開発丸出しの６０年代、７０年代の時代の家は結構、空き家が

ふえているんですよね。お年寄りはもう、アップダウンが大変でしょう。

小金井はわりとアップダウンが少ない方だからいいと思うんだけれども、

それにしても自転車で行かなければならない場所も結構多いですし。 

林委員  確かに、空き家が増えていますね。うちの近辺でも戸建ての家で随分、

草ぼうぼうの家が何件もあります。町会長、自治会長会議で必ず問題に

なるのが、そういう家があって市で何とかしてくれという要望が、結局、

そういう家が出てくるとすごく周りが困るわけです、治安上ね。必ず出

てくる問題で、小金井でこんなに駅から近くていい場所なのにどうして

という家がどんどん増えているんです。想像するところ、おひとり暮ら

しか何かでどこかホームへ入ったり、入院してしまえば後、それっきり

というような家じゃないかと思うんです。そういった家がどんどん増え

ているのと、あと、ちょっと老朽化したようなアパートはほとんど人が、

二、三人しか入っていないとか、そういう形で余り出しているんじゃな

いかという気はしました。 

会長  では、この部屋ももう時間が来てしまいましたので、ほかに特になけ

れば以上をもちまして終了したいと思いますが、よろしいですか。 

 では、以上をもちまして平成２２年度第１回緑地保全対策審議会を終

了したいと思います。どうもありがとうございました。 

事務局  どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


